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令和６年１２月２日以降の医療機関受診方法

受診方法

①
被保険者証
交付：令和６年１２月１日まで
有効期限：令和７年７月３１日

②

マイナ保険証

マイナ保険証＋資格情報のお知らせ
またはマイナポータル

③

資格確認書（毎年７月交付）
交付：令和６年１２月２日から
有効期限：令和７年７月３１日

12/2

令和７年

8/1

令和６年

※カードリーダーが使えない場合
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①～③の
いずれかに該当するか

お持ちの被保険者証を
有効期限（Ｒ 7 . 7 . 3 1）まで
使用可能

① 新たに資格取得（年齢到達・転入など）
② 被保険者証の紛失による再発行
③ 被保険者証の記載事項（住所変更・負担割合）の変更

マイナ保険証を持っているか

資格情報のお知らせ
※マイナ保険証と併用

令和６年１２月２日以降に交付可能なもの

資 格 確 認 書

該当する

該当しない

令和７年８月１日以降はすべての被保険者へ「資格確認
書」「資格情報のお知らせ」のどちらかを交付。

持っている 持っていない

令和６年１２月１日までに交付済みの被保険者証を所持
する方に限る。
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資格確認書

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の概要

資格確認書 資格情報のお知らせ

サイズ ハガキ型 Ａ４

有効期限 毎年７月３１日 毎年７月３１日

記載事項 氏名・性別・生年月日
交付年月日・負担割合・発効期日
被保険者番号・保険者番号・広域連合名

住所・資格取得日

任意記載
事項

本人申請により追記できる
もの
⑴ 一部負担金限度額の適
用区分

⑵ 長期入院該当日
⑶ 特定疾病区分
→特定疾病受療証の交付は
継続

マイナンバーカードのビニール
ケースに入れられるようにカー
ドタイプも作成（切り取れるよ
うに）

資格情報のお知らせ
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高額療養費制度の利用

マイナ保険証での受診

医療機関等のマイナ保険証カードリーダー画面
の選択で、申請なく高額療養費制度が利用可能。

マイナ保険証の利用登録がない場合の受診

これまで提示が必要であった「限度額適用認定
証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が
廃止され、申請で記載事項を追記した資格確認書
の提示で高額療養費制度を利用可能。

提供する

限度額情報を提供し
ますか。

提供しない
カードリーダー
での画面表示例

※過去に申請により同証を交付した場合は、自己
負担割合に変更がない限り、年次更新時の資格
確認書へ記載予定。
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